
 

R6.4～ 義務化 

R6.4から民間事業者にも法的義務が課される「合理的配慮の提供」に関する具体的な取り組み事例などをわかりや

すくご説明します。セミナーや勉強会への講師派遣もいたします（10～15分程度、無料）。お気軽にご相談下さい。 
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